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平成 26 年度 第 22 回大阪市市民活動推進審議会議事録 

 

日時：平成 26 年８月５日（火） 

午後３時 00 分～午後４時 50 分 

場所：大阪市役所 地下１階 第 11 共通会議室 

 

開会 午後３時 00 分 

 

○市民活動担当課長代理  それでは定刻になりましたので、大阪市市民活動推

進審議会を開催させていただきます。ご審議に入っていただくまでの間、進行を

務めさせていただきます市民活動担当課長代理の谷でございます。よろしくお願

いいたします。 

開催に先立ちまして、当審議会 12 名の定数のうち、11 名の委員にご出席賜っ

ておりますので、本会議は有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。  

初めに当審議会の委員に異動がございましたので、事務局よりご紹介させてい

ただきます。平成 26 年７月 25 日付で新たにご就任いただきました株式会社暁金

属工業代表取締役細井敦子様でございます。 

○細井委員  細井でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○市民活動担当課長代理  なお、大阪市地域女性団体協議会書記の古賀和美様

が平成 26 年３月 31 日付で一身上の都合により、ご退任されておられます。 

続きまして市民局で人事異動がございましたので、ご報告させていただきます。 

まず、市民局長の谷川でございます。 

○市民局長  谷川でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○市民活動担当課長代理  市民局区政支援室長の蕨野でございます。 

○市民局区政支援室長  蕨野でございます。よろしくお願いいたします。 

○市民活動担当課長代理  市民局区政支援室市民活動支援担当部長の安田でご
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ざいます。 

○市民局区政支援室市民活動支援担当部長  安田でございます。よろしくお願

い申し上げます。 

○市民活動担当課長代理  市民局市民活動担当課長の野嵜でございます。 

○市民局市民活動担当課長  野嵜でございます。よろしくお願いします。 

○市民活動担当課長代理  どうぞよろしくお願いいたします。ここで開会に当

たりまして、谷川市民局長よりご挨拶申し上げます。 

○市民局長  ただいま、ご紹介いただきました、改めまして市民局長の谷川で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様方には大変、お暑い

中、そしてまたお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

皆さん、ご案内のとおり、今、大阪市では市政改革プランに基づきまして地域

社会づくり、大きな公共を支える活力ある地域社会というものをつくっていこう

ということで、マルチパートナーシップ、多様な主体が地域課題に向き合ってス

クラムを組んで地域課題を解決していく、そういう枠組みでの地域社会づくりを

目指しているところでございます。その一つの形としてご案内のように地域活動

協議会というものを、校下等の地域単位でつくりあげてきているわけでございま

す。 

実は、今、私ども市政改革プランに基づきと申し上げましたけれども、この地

域活動協議会のマルチパートナーシップの取組といいますのは、新川会長にもい

ろいろとご指導いただきまして、それ以前から取り組んで参ってきたものでござ

いまして、今の市政改革の前の「なにわルネッサンス 2011」で取組を進めていく

ということで活動が始まったものでございます。 

この地域活動協議会、マルチパートナーシップといいますように、地縁型の今

まで非常にご活躍、ご活動をいただいた団体の皆様方、そしてテーマ型で本当に

熱い思いで地域活動に取り組んでいただいている団体の皆様方、こういった皆様
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方にしっかりと連携していただいて、あるいは役割分担していただいて、地域社

会づくりを進めていきたいというのが、大阪市の今向いてる方向でございまして、

実はこれは私ども、全国どこでも地域社会、地域課題解決の一つの解決方法では

ないかな、大阪に限ったものではないのかなと思っているところでございます。  

そういった意味でこの市民活動推進審議会、テーマ型、地縁型、それぞれの地

域活動、市民活動をいかに進めていくか、そのために大阪市はどのような施策を

打つべきなのかといったことにつきまして、いろいろと皆様方のご指導、ご助言

を賜りたいと考えているところでございます。 

今日は、この間、テーマ別の部会で進められた内容についてご報告をいただい

てご審議いただくということでございます。大阪市の市民活動がますます活発に

なりますように、本当に皆様方のご助言、ご指導を賜りますようにお願いを申し

上げまして、簡単ではございますけれども私からのご挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○市民活動担当課長代理  続きまして、お手元の資料の一覧に沿って資料の確

認をさせていただきます。不備がございましたら挙手をお願いいたします。  

まず、「資料１ 大阪市市民活動推進審議会委員名簿」、「資料２ 進捗状況報告」、

「資料３ 活動事例」、「資料４ ＮＰＯ法人に関する世論調査報告書（抜粋）」、

「資料５ 市民活動推進審議会及びワーキング部会の進め方について」、別冊とな

っております大阪市市民活動推進審議会参考資料、以上でございます。お手元に

ございますでしょうか。 

それではこれより新川会長の進行により審議をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

○新川会長  それでは早速ですが、審議のほうを進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。今日の議題、基本的には先ほどご紹介いただきまし

た、この２月からワーキング部会でずっとご検討をいただいております市民活動

をどう進めていくのかという提言を私ども来年には出さないといけないというこ
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とがありまして、そのための検討として、このメンバーの中で少し選りすぐりの

方々に検討していただいてきたという、そういう経緯がございます。このワーキ

ング部会からの途中段階ですがご報告をいただいて、そして皆様方のご意見をい

ただきながら、またワーキング部会で少し練り上げていただいて、何とか年度内

ぐらいには形にしていきたいと、そんなふうに考えているところであります。な

お、今後のスケジュールにつきましては、多少、全体の進捗もございまして、後

ほど改めてご相談をさせていただきたいと思ってございますが、まずはワーキン

グ部会から、ここまでのご検討ということにつきましてご紹介をいただきまして、

そしてご質疑、あるいはさまざまなご意見をいただいてまいりたいと思っており

ます。 

それではワーキング部会で、ずっとこの間、取りまとめ役をお務めいただきま

した会長代理の早瀬さんからお話をいただけるでしょうか。よろしゅうございま

すでしょうか。 

○早瀬会長代理  はい。ご紹介いただきました早瀬と申します。今、経緯につ

いてご説明がありましたように、皆さんのお手元にあるファイルの 12 個目の番号

がついているのが「大阪市市民活動推進に係る新たな提言中間報告」です。要は、

今、私どもの審議会で、新たな市民活動の推進に関する提言をまとめないといけ

ない。その大きな焦点として、今後、区域ないしは新しい行政区になるのかもし

れませんし、そのあたりはどうなるかわかりませんが、より地域に近づいた形で

の市民活動の推進について議論しようということになっております。平成 17 年度

に「楽市楽座構想」といった形で市民活動の推進に関しての提言をまとめたもの

があるわけですが、それは全市レベルでの議論であって、これを区域レベルのよ

うな身近なところで展開していく方策について議論しようということでワーキン

グ部会、石川委員と室谷委員と山田委員と、私の４人が拝命しまして検討してき

ました。 

具体的には実際に活発に地域ベースの活動を展開なさっておられる団体のヒア
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リングを行い、その中で、特にいわゆるテーマ型と言われる「この指とまれ」の

形でつくられている団体と、エリア型、地縁型の地域で活動しておられる団体と

の連携だとか協働の展開はどのようなことがあれば進められるのか、その条件は

何かということについて議論してきました。ヒアリングの件数も想定していたよ

りも随分と多く行っていて、私は全部に出向けなかったのですが、ワーキング部

会のメンバーもできる限り一緒に事例のヒアリングに出向いていったことで、か

なりの回数を数えました。ただ、後でまたご報告があると思いますけれども、テ

ーマ型の市民活動団体と地縁型の市民活動団体が「うまく連携しているな」とい

う事例はそんなに多くない。ここのところはこれからどうしていくかを考えなき

ゃいけないかなと思っております。その点はこれからご報告することになります

が、そのこともあって、結構これから調べていくにあたっても大変だなと思って

います。今日は議案が２つあるわけですが、２つ目の議案として、スケジュール

そのものについて、少し余裕を持たせたほうがいいかなと話し合っております。 

ともあれ内容について、お手元の「進捗状況報告」という「資料２」、ここに大

体の概要をまとめております。いろいろと一緒に議論したんですが、事務局でま

とめていただいたこともありまして、内容そのものについては、まず事務局から

ご説明をいただいた上で、少しワーキング部会メンバーが補足する形にしてはど

うかなと思いますので、まず事務局の方からご説明をお願いいたします。 

○市民局市民活動担当課長  市民活動担当課長の野嵜です。よろしくお願いし

ます。着席させていただいて説明させていただきます。 

「資料２ 進捗状況報告」でございます。まず、「１」として「これからの市民

活動の推進と協働のあり方」ということで、大阪市の市政改革プランの中で、市

民活動団体等の活動がますます活発になることで地域社会における公共の分野を

担う主体が増え、さまざまな活動主体が連携、協働することで、さまざまな地域

課題と取り組む自律的な地域運営の実現を目指すことを掲げています。  

これを踏まえて、これからの市民活動の推進と協働の具体的なあり方について
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検討するため、大阪市における市民活動団体の活動事例の調査をワーキング部会

において行いました。 

この調査で、活発に活動している市民活動団体は数あるけれども、テーマ型市

民活動団体と地縁型市民活動団体とが連携協働している事例は、まだまだ少ない

という状況が見えてきております。とりわけテーマ型市民活動団体と地縁型市民

活動団体のそれぞれの持つ特性が大きく異なることが壁となっているということ

が見えてきた状況で、両者の連携、協働が進むと、その特性を生かし合った効果

的な地域課題の解決や自律的な地域運営につながることが予想されるというよう

な状況になっております。 

そこで調査しました事例から市民活動団体が活発に活動するためのポイントを

拾い集めるとともに、協働の中でもとりわけテーマ型の団体と地縁型の団体との

協働の推進に向けまして、どういったことが壁となっているのか、どのようにす

れば円滑な協働が進むのかということを検討しましたのが、以下の報告というこ

とになります。 

まず、初めに調査団体ですが、こちらに書かせていただいております７団体に

なります。別紙、「資料３」と並行してご覧いただくとよろしいかと思います。「資

料３」は７団体ありまして、これをめくっていただきますと、Ａ４見開きで一つ

の団体についてレポートが書かれているような状況になっております。  

一番上の「一般社団法人 office ドーナツトーク」ですが、こちらはニートや引

きこもりに至る前に 10 代後半の若者への支援を行うということに取り組んでい

る団体でございます。 

２番目の「ＮＰＯ法人にしよどにこネット」ですが、こちらは西淀川区内を活

動地域にしており、孤立しがちな子育て層への支援を行っている団体でございま

す。 

３つ目は「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」で、こちらは西成区のあいりん地域

を活動エリアとして、単身日雇い労働者、野宿生活者の集住地域での住民の暮ら
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しを、まちづくりを通して再建することに向けて取り組む団体でございます。  

４つ目は「特定非営利活動法人榎本地域活動協議会」でございますが、こちら

は鶴見区にあります地域活動協議会でございまして、平成 24 年に既にＮＰＯ法人

格も取得して活発に活動している地域活動協議会ということで事例に取り上げて

おります。 

５つ目は「特定非営利活動法人エフ・エー」でございまして、阿倍野区を中心

に活動されている団体で、高齢者、障がい者、子育て中の方に対する住民同士の

助け合いの活動に取り組む団体でございます。 

６番目が「特定非営利活動法人ハートフレンド」でございまして、東住吉区桑

津を中心に子供の居場所づくりに取り組む団体でございまして、地域活動協議会

にもＮＰＯとして参画しておられます。 

最後に「特定非営利活動法人フェリスモンテ」でございまして、こちらは高齢

者、子供、障がい者など、誰もが心地よく暮らせるまちを目指して活動する団体

で、介護保険法に基づく事業所指定も受けておられまして、地域活動協議会にも

参画されている団体になります。 

こういった７団体をこの間、調査しまして、その中から見えてきたことをまと

めていきましたのが２ページ目以降ということになります。 

「資料２」の２ページ目以降をご覧ください。「２」といたしまして、「市民活

動が活発になるためのポイント」ということを表にまとめております。ポイント

のまず１つ目は、「リーダーひとりですべてを抱え込まない」ということで、リー

ダーがいて、リーダーとは別にマネジメント人材がいたり、また、さらにそれぞ

れ得意分野を持つような人材がいるというような、スタッフの役割分担がうまく

いっておりバランスがとれているということが、活発に活動していくには非常に

重要だということが見えてきております。 

２つ目のポイントとしましては、「活動の目的が具体的」であるということで、

課題に対する取組の必要性を実感し、「放っておけない」「なんとかしたい」とい
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う思いで活動を始めているために、どんなことをしたいかという目的が非常に具

体的であるということが、活発に活動している市民活動団体の特色であるといえ

ます。 

例えば、下に記載しておりますが、「にしよどにこネット」では、「自分自身が、

子育てにおける孤立や不安を実感し、なんとかしたいと感じた」ということから

孤立しがちな子育て層への支援を目的とし、そして、この目的を皆さんで共有さ

れているとのことでした。 

また、一番下の「フェリスモンテ」でしたら、代表者の方が親御さんの介護を

されておられまして、住みなれた地域で最後まで心地よく暮らしたいと実感して、

そのために何とかしたいという思いから活動を始められたとのことでした。それ

を「おたっしゃ」というわかりやすい言葉で表現し共有されているといった状況

になっております。 

次に３つ目のポイントでございますが、「ニーズを見逃さず受け止めて活動を展

開している」ということで、目的をはっきりさせたうえで対象者のニーズをよく

見て活動を展開しておられ、対象者の課題解決に直結しているという特徴がみら

れます。 

例えば、一番上の「office ドーナツトーク」でしたら、ニートや引きこもり等

の就労困難者になる一歩手前のハイティーンの年代を対象とした支援がないと感

じたことから活動を展開しているとのことでした。 

３ページ目のほうに移りまして、こちらの「ハートフレンド」について見てい

ただきますと、「つどいの広場の利用者さんの声、子どものてらこやの保護者の声、

子どもたちの声をしっかりと聞けるようにし、話しやすい関係や雰囲気を大切に

している」ということで、こういったことから課題を拾い上げることに努めてい

らっしゃるというコメントをいただいております。 

続きまして、「人材を集めるポイント」なんですけれども、自分のこと、すなわ

ち自分にも共通の課題だと感じられたら人は集まってくるということ、あと、や
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りたい人を集める、あとミッションとビジョンなど、活動の目的や情報をわかり

やすく公開することが重要であるということ、あと、サービスを受ける人とサー

ビスを提供する人は別の人ではないという考えを持つということがポイントだと

いうことが見えてきております。 

例えば上から２つ目の「にしよどにこネット」ですと、利用者を当事者意識で

受けとめるサービスが利用者の方に届きまして、利用者自身が後にスタッフにな

るという循環がうまく生かされているような状況になっております。子育てが落

ちついてきたら、じゃ、今度はスタッフになるわというような循環がなされてい

ます。 

また、「榎本地域活動協議会」ですと、やりたい人をすかさず勧誘する。イベン

ト参加者アンケート等にやってみたいということを書いてらっしゃるような声が

ありましたら、すかさず勧誘してスタッフになっていただいたというような事例

がございます。 

また、「ハートフレンド」ですと、目的とお手伝いしてほしい内容と、その効果

を丁寧に伝えるようにしているということで、わかりやすく情報を広げていると

いうところがポイントになっていると考えられます。 

次の４ページのほうに移りまして、「取組を展開するポイント」なんですけども、

そのまず１つ目が「ミッションとビジョンを持ち続けて、これに沿った取組・事

業を展開する」ということが大切だということが見えてきました。 

そこで「おもしろい活動をする人の特徴」を考えてみますと、「信念」、見方に

よっては「思い込み」になるんですけども、と、「自負」、ほかに誰がするのだと

いう見方によっては「思い上がり」みたいなものがある。しかし、でも、柔軟性

も持っていらっしゃる、そんな方がミッション、ビジョンを持ち続けて取組を展

開していくということがポイントのひとつになっています。 

例えば、上から３つ目の「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」ですが、「いち早くワ

イドなビジョンを持ち、それを絵にして広く分かりやすく共有できた。それがあ
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ったので、信念を持って根気よく続けて来れた」というようなコメントをいただ

いております。 

中ほどの「エフ・エー」ですが、「一人ひとりが『面白い！いっちょやったろか

～』みたいな取組が結局は長続きして、周りを巻き込み広がる」というようなこ

とを調査を通じて聞いてきております。 

次のポイントですけれども、「できることをできる人がやっていく」ということ

がやっぱり重要であると。上から４つ目の「榎本地域活動協議会」ですが、「たと

え少人数でもまずはやってみて、その取組の様子や成果が見えてくれば、賛同者

は後からついてくると考えている」と。 

あと「ハートフレンド」ですと、「『できる人ができる時にできる事をしよう』

がルールです、と。あと自分たちにない専門性を持ったほかの団体に協力してい

ただくなど、『助けられ上手』になることも大切だと考えている」ということで、

できる人が無理せずできることをやっていくことが重要であると。  

そして５ページ目のほうに移りまして、「活動をオープンにして展開する」とい

うこと、すなわち「社会への発信をしっかりと行う」ということが非常に重要で

あると。どこの団体もやっぱりホームページやブログなどによる発信につきまし

ては、力を入れてらっしゃいます。 

特に、誰にでも参加できるオープンの場で発信しながら活動を展開していると

いうところが、ここでいうと「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」と「榎本地域活動

協議会」ですね。「榎本地域活動協議会」のほうは「あいより」と名づけた井戸端

会議で、誰でも参加できるようにオープンの場を設定していっているということ

で、それが効果的な活動に結びついているということが見えてきたような状態で

す。 

こういった活動が活発になるためのポイントがあるんですけれども、このポイ

ントを踏まえた上で、「３」の「テーマ型市民活動団体と地縁型市民活動団体との

協働の推進に向けて」ということでございますが、課題対応の専門性を持つテー



 - 11 - 

マ型市民活動団体と、地域に根差した活動を行っている地縁型市民活動団体とが、

問題意識を共有できる分野で連携、協働を進めることは地域課題の解決に向けて

有意義であると考えられます。どのようにすれば円滑な協働が進むかというのを、

以下、検討しております。 

（１）としまして、まず、「お互いのことをもっと知る必要がある」のではない

かということを、一つポイントとして挙げております。テーマ型団体と地縁型団

体の両者の持つ特性が大きく異なるため、お互いをよく知らないために見えない

壁ができていることが考えられます。お互いの活動の特性を理解し合いますと、

よいところを持ち寄ってウィンウィンの関係を築きながら協働して取り組める部

分が見えてくると考えています。 

「市民活動楽市楽座を目指して」の提言の中で、このテーマ型の団体と地縁型

の団体、行政について、次のような表でまとめております。それを抜粋したもの

が、６ページの表になります。 

こちらでいきますと、「テーマ型市民活動団体」の「活動領域」は「特定のテー

マに特化した活動」であると、これに対しまして「地縁型市民活動団体」は「居

住地に関わる共通課題全般」が活動領域であると、あと「構成員」の部分を言い

ますと、テーマ型団体のほうは有志が参加すると、それは地域に関係なしに集ま

ってくる。地縁型の団体のほうは基本的には地域の住民参加が基本になるという

ことが、かなり違う面ということになります。ほかにもいろいろあるんですけれ

ども、この比較を踏まえた上で今回の活動事例の調査から見えてきたことを、以

下、まとめております。 

まず、「活動の起点」から見ると、テーマ型市民活動団体は特定の社会的課題を

解決するために有志で集まって活動を始めることから、自ら興味を持った課題に

自ら行動を起こして取り組む傾向にあるということ。一方、地縁型の団体は、取

り組まざるを得ない地域固有の課題を解決するために住民が集まって活動を始め

ることから、自らの興味や発意にかかわらず取組に参加することも少ないと言え
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るのではないかということがまず１点です。 

次に「活動の形態」の違いなんですが、市民活動団体の活動形態はさまざまな

形で整理できますが、その一つとして中核的なスタッフの違いに着眼すると「有

償スタッフ中心型」と「無償スタッフ中心型」の２つの志向で大まかに整理でき

るのではないかということを考えております。 

ここでいう「有償スタッフ中心型」とは、専門的、継続的にサービスを提供す

るために、専従職員を雇用し活動を事業として展開してくもので、受益者負担や

スポンサーを得るなどして収支のバランスをとりながら事業を展開しようとする

タイプの活動でございます。一方、「無償スタッフ中心型」とは、活動を有志のボ

ランティアの力で進めるもので、広く活動にかかわる方々の理解と参加を得なが

ら進めていくタイプの活動をいいます。もちろん、専従職員を確保しながら、多

くのボランティアが参画して事業を進めている団体も数多くありますので、これ

らの整理は「理念型」的なものでございます。 

ともあれ、この整理でいいますと、テーマ型の団体には「有償スタッフ中心型」

の形態をとるものが比較的多く、地縁型団体の場合は、その大半が「無償スタッ

フ中心型」の形態をとっていると言えると思います。 

７ページに入りまして、次にそれぞれの「活動の課題」について考えますと、

活動の課題といたしましては「担い手不足」や「資金不足」など、テーマ型の団

体も地縁型の団体もおおむね同じような課題が挙げられますが、活動の起点や活

動の形態の違いから同じように見えても悩みの意味合いが少しずつ異なっている

と考えられます。 

例えば、「担い手不足」で求める担い手も、テーマ型市民活動団体の場合は取組

に強く共感し、専従者はもとよりボランティアの場合も能動的に団体の活動に加

わるタイプの担い手を求める傾向にあるんではないかと。あと地縁型の団体の場

合は、その取組が地域に住んでいらっしゃる住民の責務が一つであるという理解

のもとに活動に加わるタイプの担い手を求める傾向があると言えるのではないか
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と考えております。 

また、資金不足につきましても、テーマ型市民活動団体で専従職員を確保して

いる場合、人件費確保のため多額の資金を安定的に確保することが焦点の一つと

なるわけですが、地縁型団体の場合は比較的少額の活動資金による活動が展開さ

れており、一定の公的補助など得られれば、前述したように活動は有志のボラン

ティアが進めていくことが多いことから、安定的に活動をすることができる団体

も少なくないと言えるのではないかと思います。 

そういった違いがありますが、いろんな市民の方の自主的な取組への意識とい

たしまして、内閣府が昨年行いましたＮＰＯ法人に関する２０歳以上の方 3,000

人を無作為調査した世論調査がございます。この中で「市民の自主的な取組への

意識」についての調査で、「社会のニーズや課題に対して、市民自らが主体的に集

まって取組むことは大切だと思いますか」というような質問につきまして、「そう

思う」と「どちらかといえばそう思う」という方と合わせまして「 91.6％」の方

が「そう思う」というお答えをなされまして、大多数を占めたというような結果

が出ております。このことからテーマ型の団体と地縁型の団体とは、それぞれの

持つ特性は異なっていますが、取組への意識、社会の課題について何とかしたい

という意識については共通していると言えるのではないかと思います。  

７ページの下のところですけれども、このことからテーマ型の団体と地縁型の

市民活動団体とは団体の性質が異なっていること、また、性質の違いから同じよ

うに見えても、活動の上で抱えている課題や悩みの意味合いが少しずつ異なって

いることをお互いに理解し尊重しあうことが、連携、協働に向けて必要であると

言えるのではないかと思います。 

そこで８ページ「連携・協働のポイント」です。今、現在の調査の中から拾い

上げることができたポイントでございます。 

まず、１点目が「地縁型市民活動団体と連携するポイント」です。つなぎ役が

入れば地域との連携が促進されるということ、地域への情報提供をこまめに行い、
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活動の目的及び内容を知ってもらうことがＮＰＯ、テーマ型の団体のほうに求め

られてることではないかということ、あと地域行事等への協力を積極的に行うと

いうことも大切であると。あと、それぞれの持つ特性を生かし合うことが効果的

な地域課題の解決につながることから、お互いのよいところに着目しウィンウィ

ンの関係になることを心がけることが重要であるということが見えてきておりま

す。 

幾つか例をご説明しますと、「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」でいいますと、「ど

んな団体・個人に対しても中立的立場をとり、ニュートラルに構えて、自分たち

はコーディネート役に徹する。各団体の地域の中での役割をきちんと評価し、ど

んな団体も地域資源として支えあう関係になってもらえるよう、根気よく連携を

進めている」ということをコメントしていただいております。  

また、「ハートフレンド」は代表の方が地域住民であり、ご自身がつなぎ役にな

っておられます。他にも、「ハートフレンド」が役に立てるということを一番に考

えていらっしゃるというようなことを言っていただいております。  

一番下の「フェリスモンテ」でいいますと、「地域から頼まれたことは断らない」

と、こういったようなポイントがあるということを調査の中でいただいておりま

す。 

次に行政とテーマ型の団体が連携するポイントでございますが、活動の目的と

行政の事業目的とがウィンウィンになることを心がけるということ、行政の補助

金や委託事業を活用する際には特に行政との情報交換を丁寧に行いつつも、自分

たちの本来の目的を見失わないようにするということがポイントであると考えら

れます。 

まず、「office ドーナツトーク」ですが、行政の委託事業を受託することで、

自分たちのミッションを実現できていると、あと行政とはミーティングを丁寧に

行うように心がけていると。 

次に、「にしよどにこネット」でしたら、区役所の中で子育ての場所の事業を受
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けていますので、その事業を実施していることで区役所に利用者の方をつなぐこ

とができるために、利用者からも難しい相談も応じやすくなったというウィンウ

ィンの関係になっているということです。 

そして少し下にいきまして「ハートフレンド」でいいますと、「委託事業に頼り

過ぎず自主事業を増やすように心掛けている」と。でも、その上で「できること

はしっかりと行い、その上でできないことを相談し行政に協力していただく」、け

れども、「あまりねだらないように」というようなことがポイントと聞いておりま

す。 

雑ぱくですが、以上でございます。よろしくお願いします。 

○早瀬会長代理  以上のように、中間報告というよりも進捗状況の報告という

ことで、進捗状況報告という名前にしました。このワーキング部会を前回の審議

会の後４回やっているんですが、このヒアリングにもできる限りメンバーが行っ

ているので都合 11 回やっているというかなりハードな状況で、こんなはずではな

かったという感じではありました。 

その中で、だから具体的にこうするんだということではないんですが、いろん

な団体の話を伺ってきて「なるほどな」と思うことがありました。 

例えば「榎本地域活動協議会」というのは、非常におもしろい地域活動をされ

ていて、その上、会合の議事録的なものをツイッターでどんどん出しているんで

す。だから、リアルタイムで会合の様子がわかるという、すごくおもしろい形で

運営なさっているんです。ただし、いわゆるテーマ型の市民活動団体がそこに入

っておられるということはなく、この団体自体は非常にボランタリーに運営され

ているなという感じを強くうけました。 

その点でいうと「ハートフレンド」は地域活動協議会にも入っておられるから

地縁型とテーマ型が連携している例でしたが、なかなかそういうような例がなか

ったということなんです。 

それから、４ページ目のところの一番上のところにあった「おもしろい活動を
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する人の特徴」という何か断定めいた表現があります。これは奈良県でたんぽぽ

の家という団体の代表をされている播磨靖夫さんが、この「おもしろい人は思い

込みと思い上がりが強いんだ」という冗談めいたことを言っておられて、一見人

を馬鹿にしてるように受け止められるかもしれませんが、要は自負がないとなか

なか前に進めないということを言っておられる。別に茶化して言っているわけで

はなく、そういう自負心を持って頑張ってはることをちゃんと評価しようという

意味なので、この点を少し補足しておきます。 

ワーキング部会の石川さん、山田さんも、ぜひ、コメントをお願いします。 

○石川委員  非常に、こんなはずではなかったという。でも、そこまでヒアリ

ングに参加できなくて申し訳ない。 

○早瀬会長代理  全部は、なかなか行けなかったですからね。 

○石川委員  はい、何回か参加させていただいていたんですが、まず、このヒ

アリングの団体をピックアップするのもかなり苦労しました。ですので、実はそ

こも１つの課題なんですよね。やはり一定の事業規模、また協働の力量を持った

団体が、これ大阪市の審議会ですね、大阪市が期待しているほどは、まだまだな

いというのが、やはり残念ながら実情なのかなともいう気づきに改めてなりまし

た。挙げてみると、「え、結局、これしかないのか」という状況は、そもそもの大

きな課題ではないかということと、少しこの中で議論はしてるんですけども盛り

込めなかったところで言います。 

団体の数は増えてるんですけど、生まれてきた団体がこの協働力、事業力を持

ったところまでなかなかステップアップしきれていないという状況もありまして。

ただ、今回ヒアリングさせていただいた団体は、いろんな過程の中でそういった

力量を身につけてこられたと。このヒアリングの資料も非常に工夫して作ってい

ただいておりまして、この沿革のところも実はちょっと下線を引いてる部分がそ

の工夫かなとも思うんですが、やはりステップアップの時期、単純にどんどん大

きくなっていくというよりかは、あるきっかけというところがあって、そこから
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ステップアップしていくと。 

まず小さな子育て団体から始まってるんだけれども、例えば地域の場を開くと

いうところで試練があり、そこを協働の力で乗り越えていったり、よりエリアを

広げていったりというようなところで、それぞれの団体が大きくなるに当たって

協働の機会をプラスに生かしてきたと。 

ちょっとこれはヒアリング以外のところで話を伺ったんですが、例えば「釜ヶ

崎のまち再生フォーラム」では、やはり釜ヶ崎のまちづくりで何度もピンチが訪

れてきたんだけれども、そのピンチのときにチャンスに変えると、そういったと

きにゴールを決めていくということによって、つながる力、事業力というのを養

っていったというようなこともおっしゃっておられていますので、それぞれの団

体がそういう機会をしっかりと生かしてきている。ここも推進をしていく上での、

また協働が力になっていく上でのポイントかなと感じております。  

それとあともう一つ、ここに出てないところで言いますと、このヒアリングの

過程の中で、例えば「office ドーナツトーク」の代表の方が、正確に言うと行政

の担当部局及び担当者と細やかにミーティングというか多くの機会を持っている

というふうにおっしゃってたんですね。ですからここが、まず、ざっくり行政で

はなくて、それぞれの担当部局と丁寧にコミュニケーションすることが大切であ

るということと、それから何げなく「向こうの何々部局にも話を聞きはったらど

うですか」というようにおっしゃられてたんですね。要は、協働ということは市

民団体だけにヒアリングをするのではなくて、やはりそれを受けている向こうの

行政担当者にも聞かないと、やはり正確に協働の質というのは見れないのかな。

また「ハートフレンド」にも、いい担当者の方との出会いというところもあった

ので、そういった細やかなところでいろいろ学ばせていただきました。  

ちょっと量が多いので入り切れてないところも、補足的に。意見といいますか

感想でございます。 

○新川会長  ありがとうございました。 
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○早瀬会長代理  山田さん、どうぞ。 

○山田委員  テーマ型市民活動団体と地域型市民活動団体の協働の推進に向け

て、まず、調査しようという話になったのも、区レベルでの協働体制を、どのよ

うに進めていくかということで、今の団体を選んで調査させていただきました。

現状の調査というものは、ある程度できたと思います。 

逆に言うとこの矢印になっている、どういう解決策があるのかというところが、

まだまだ未成熟な状態です。故に進捗状況と申し上げているところです。  

その事を踏まえた上で、これからテーマごとのマルチパートナーシップをどの

ように進めていったらいいかという話もあります。そこの事例ももう少し調査さ

せていただきながら、この後の提言につなげていく形になるのかなと思っており

ます。今日はその辺を踏まえて、委員の皆様からもご意見をいただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

○新川会長  どうもありがとうございました。ただいまワーキング部会から、

この春以降中間報告を受けて最終的提言に向けてのワーキングをまたやっていた

だいているんですが、ご報告にもありましたように、まず、市民活動がどんなふ

うに進んでいるのか、その中で特に私たちが協働とか、あるいはマルチパートナ

ーシップという言葉もありましたけれども、そうした観点から地域の中でどんな

新しい活動が生まれ始めているのかというところに着目をして調べてきていただ

きました。各団体それぞれがどんな思いで、そしてどんな活動を通じてそれぞれ

活発に活動を展開されてこられたのか、いろんな側面から一定、現状の分析をし

ていただき、その中での課題のようなところまでは多少見えたかなという感じは

しております。ですが、ここから先、じゃ、これをどんな方向に持っていこうか

というのは、これから改めて議論をしないといけません。さらに言えばここまで

の段階では、ごく限られた幾つかの比較的力のある団体の活動の事例ということ

が中心になってございます。また、カウンターパートナーであります行政の話、

あるいは同じ地域の中で関わっているさまざまな団体があるはずなんですが、そ
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ういうところの話、さらに言えば民間企業、事業者の方との関わりや、そうした

ところもまだまだこれから考えていかないといけないところもたくさんあろうか

というふうに思っております。 

まずはこの２月以来ワーキング部会で調査をしていただき、現時点での市民活

動の推進上の幾つかの課題が明らかになったといったところで、各委員から調査

内容についてのご質問や、合わせてご意見をいただきたいと思っております。そ

れからもう一つは、まだ不足をしているところがあると思いますので、この後も、

もう少しちゃんと調べて、そして解決の方向を見出していかないといけないとい

うことがございますので、そこのところに向けてのご議論もぜひ、いろいろとい

ただいていければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

限られた時間でございますけど、どうぞ積極的に、そしてご自由にご発言をい

ただければと思っております。 

どの部分からでも結構です。よろしくお願いをいたします。 

はい、では石田先生どうぞ。 

○石田委員  さっきちょっと出てきましたけれど、どうしてこの７団体を選ん

だのかということがすごく大きなポイントだと思います。結局、地域とうまくや

ってるテーマ型の団体という枠組みだったらすごくわかるんですけども、「office

ドーナツトーク」とかはそうじゃないだろうし、「榎本地域活動協議会」はもとも

と地域団体だろうし、それから「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」でいえば地域の

中でやっているけれども、多少、地域の団体はきっとうまくいっていないだろう

し、だからこれは７つ選んだけども後悔してる団体がなんぼかあるのか、いや、

これでよかったのか、その選び方とそこだけちょっと。 

○徳谷委員  ずきずきします。 

○新川会長  選ばれた側はね。はい、それでは早瀬さんから少し。 

○早瀬会長代理  基本は、テーマ型の団体と地縁型の団体という一般的にそう

いう言い方をしますけれど、連携がいいタイプの団体をヒアリング先として選ぼ
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うというのがベースだったんですね。「office ドーナツトーク」は地縁というか

地元の学校との連携はあるので、そこである種の知見が得られるかなと思って選

びました。それから「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」も、結構地域をつないでい

る団体だと感じました。 

○石田委員  地域内のテーマ型がつながっているわけで。 

○早瀬会長代理  いや、自治会も加わってはりますから、それで選びました。

次に「榎本地域活動協議会」、この後、「緑・ふれあいの家」のほうもヒアリング

に行こうと思っているんですが、このような非常にアクティブな地域活動協議会

は、どちらにしてもちゃんとお話を伺っておかないといけないなと思って選びま

した。他のワーキング委員の方、何か補足はありますか。 

○石川委員  それぞれの委員で。 

○早瀬会長代理  そう、みんなが候補団体を出し合いましたからね。 

○石川委員  ちょっとずつ違うかもしれませんけども、「office ドーナツトー

ク」と「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」に関しては私自身が推薦したので少し挙

げると、まず「office ドーナツトーク」の方は、新しい市民活動のテーマといっ

たところをどういうふうに今の団体が捉えているのか、実は最初、「ＮＰＯ法人淡

路プラッツ」のほうが先に古参の団体としてはあるんですが、何を地域と見るの

かというのが難しいところなんですけども、特に行政との協働の活動で新しい形

で事業を展開していっている、非常に将来というか可能性というか、これから注

目される団体という新しいテーマが出てるところで選んだというところがありま

す。また、学校という場をどういうふうにつなぎの場として見ていくかというこ

とに、地域活動協議会でも非常に重要な点ではないかと感じておりますので、そ

ういったところでも非常に着目すべきだということ。 

それと必ずしも市民活動というのは、絶対、地縁型団体とつながらないといけ

ないというわけでもない発想なんですね。ただミッションを進めていくと、そこ

の必要性は出てくるだろうというところで、必ずしもそこに限定して考える必要
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はないというふうに考えています。もともとの中間報告のところでも区域内と区

域外とに分けて一つ考えようというような考え方を出していたと思いますので、

そういったところでも挙げている。逆に言えば区域外の分が余りにも今回少ない、

逆には少なすぎたところが、そこが問題かなと実はちょっと思っております。 

「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」に関していうと、まちもいろんなまちがあり

ますが、やはり大阪の特徴的なエリアであるのは間違いなく、そういったエリア

で長年活動しているものの中に大きな知恵があるのではないかというふうな方針

で挙げました。 

要は大阪市の中のいろんなバリエーションをピックアップしようということも

あったのですが、結果としては地域との新たなつながり方の知恵もむしろあった

のではないかというふうには感じております。 

○早瀬会長代理  資料の活動事例の表の６ページのところに、「釜ヶ崎のまち再

生フォーラム」がありますけど、「６」の「活動における連携の状況」で、今、「（仮

称）萩之茶屋まちづくり拡大会議」という、ここは正式名称が「（仮称）萩之茶屋

まちづくり拡大会議」となっている。「仮称」にしておくことに実は知恵があると

いうものなんですけどね。こういうふうな形で連合町会との連携も始まったりし

て、この点はおもしろいなと思っています。 

○新川会長  石田先生、よろしいですか。 

○石田委員  続けていいですか。 

○新川会長  はい。 

○石田委員  この連携ということで考えたら、テーマ型のところは自分たちに

とってプラスになるところとは何でもつながっていこうということで、行政であ

ろうと、学校であろうと、地域であろうと、というようなのがあるかもしれない。 

難しいのは地縁型のほうがテーマ型と余り連携したくないというので、うまく

いっていない例が多いという感じがしてるんですけども、その辺の地域側からの

視点というのは、ここ全然出てこなかったですけれども、今後、そっちにもぜひ
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行ってもらったらうれしいなと思います。 

○早瀬会長代理  そうですね。そういうことですね。 

○新川会長  その点では、今回対象になったのは、どちらかというと活発に活

動しておられる団体中心で、実はよちよち歩きというか問題をたくさん抱えてお

られるようなところ、それぞれあるんですけれども、なかなかそういうこれから

どうしようかというところは出てこなかった。それは地域の側も大きな力のある

地域活動協議会が出てきていますけれども、実際にそれぞれの町会やあるいはそ

れぞれの地域活動協議会がどういうふうに課題を抱えておられるかと考えると、

これは今後のやっぱり課題として大きいかなと思っております。ですから、この

あたりは、また、ぜひ、もう少しワーキング部会に汗をかいていただかないとい

けないかなというふうに思ってるところです。どうぞ。 

○石田委員  汗かいてもらうついでにエリアの考え方、さっき広域のとおっし

ゃったけども、大阪市域全体というつながりもあるやろうし、区レベルで考えて

はるところもあるだろうし、地域活動協議会レベルで考えてはるところもあるだ

ろうし、地域の捉え方というのはそれぞれですよね。だから、もうちょっとたく

さんの団体で調査していただいた中で、それぞれごとに何かまとめないと、バラ

エティーに飛んだのがおもしろいという中で一括してはるのかなと。何となく釈

然としない分があるのかなという感じですよね。 

○早瀬会長代理  そうですね。どうぞ。 

○山田委員  先ほど早瀬委員のご説明にもありましたが、参考資料の「中間報

告」12 個目の番号がついているところを見ていただきたいのですが、一応、そこ

は踏まえています。なかなかそこまでたどり着かなかったというのが現状なので

すね。先ほど言われていた区からも話を聞く必要もあるし、逆に地縁団体のほう

からも話を聞かないといけないのじゃないかという話はワーキング部会でも出て

いました。まだ進捗報告というのは、まさしくそういう意味です。中間報告では

そこまで含まれた形になっています。中間報告では、視野を広げています。今ま
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でのワーキングの流れでいきますと、市レベルの話がほとんど出なかった現状が

あったと思いますので、市レベルの話も提言では出していかないといけないと思

っております。おっしゃるとおりだと思います。 

○早瀬会長代理  そうです。徳谷委員、ヒアリングを受けた当事者としてどう

ぞ。 

○徳谷委員  ピックアップしていただきありがとうございます。本当に、ワー

キングの先生方、ありがとうございます。11 回もしていただいて。ヒアリングを

聞いたときには、私、もう、びっくり。自分のところがヒアリングされるという、

すごい緊張したんですけど、このいろんなポイントが、いろんな団体が答えてい

るのを載せていただいて、めっちゃ参考になりました。何か似ているとか、そう

いうやり方もあるんだとか。すみません、こんなん活用して申し訳ないんですけ

ど、例えば地域とのところで、みんなが思っている「地域からの頼まれごとは断

らない」はようわかるなと思って。断ったらえらいこっちゃみたいなところとか、

嫌じゃなくて、やっぱり、それを大事にしているというか。で、うちも私だけじ

ゃなくて理事の５人ぐらいが、各町会の女性副部長にまで出世しているんです。

で、民生委員も３人もいるという、理事の中で。それはいいか悪いかわからない

んですけど、そういうふうに山田先生、うちはテーマ型なんですか、地縁型なん

ですか、わからなくなって。よく区別を言われるんですけど、自分とこが一体何

型なのかがよく私たちもわかってないという。 

○山田委員  複合型でいいのでは。 

○徳谷委員  いいかどうかは別にして、そういう地域のことを多分、皆さん、

「フェリスモンテ」さんも、「にしよどにこネット」さんもよく存じあげてるんで

すけれど、地域はやっぱり大切に思う。嫌々じゃなくて、ああ、みんな大切に思

ってはんねんなって、この表を見て思いまして。すごく、行政と連携するポイン

トなんかでも、そうか、そういうところを大事にせなあかんねんなとか。すみま

せん、私たちの参考書になってしまったような。非常に、ほかの団体さんの創意
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工夫を見せていただくことで、「榎本地域活動協議会」さんなんかもフェイスブッ

クで時々読ませていただくんですが、すばらしいなって。一度、見学というか、

お話を聞きたいなと思うのがあって、そんな機会があればいいなとか。「釜ヶ崎の

まち再生フォーラム」さんも私はお会いしたことないんですけど、何かそんなふ

うに出会いの場があったらいいなと。一人で行ってもなかなかあれだから行きた

いなとか、感想で申し訳ないですけど思いました。ありがとうございました。 

○新川会長  ありがとうございました。 

○田中冬一郎委員  公募委員の田中です。話の流れが少しずれてしまうかもし

れないんですけれども３点思ったことがあります。 

資料なんですけれど非常にわかりやすいなと、非常におしゃれで顔が見えてく

るというか、すごくＮＰＯの活動に興味がある人間なので非常に参考にしていま

す。ちょっと気になったことが２点ありまして、事業の概要とか、職業柄やっぱ

り事業申請の担当しているような立場をやっているんですけれども、聞いている

とどれがコア事業で、もしくは助成とかを得ずに自主事業でやっているのかみた

いな、そういうところがちょっとわかりにくいなと思っていて、やはりそれなり

の規模だから非常にしっかりした団体、僕の知っている団体も何個かあるんです

けれど、ぱっと見たときに、ちょっとわかりにくいなと思ったのが一つあります。 

それと２つ目は今、地域型とテーマ型ということで、話が進んで、僕の感覚で

いくと、やっぱりテーマと地域とは別に、それこそ、その間をつなぐみたいな中

間支援みたいなＮＰＯというのも結構増えているような気がするので、ヒアリン

グ対象で、そういう、それはプラットフォーム型のＮＰＯがあればいいなと思っ

たのが感想としてあります。あと、最後の１点なんですけれど、資料とは別なん

ですけど、これはちょっと市民としての多分感覚なんだと思うんですけれど、行

政との連携というところで、外から見たりとか周りのサラリーマンが多いとこと

か、周りにいてるんですけど、やはり窓口が見えないというか、行政と連携しろ

と言われても誰に行ったらいいんだみたいな、そういうようなのがあると思うん
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ですよ。だからそういったところをわかりやすく何かしら言っていただけたら、

先ほど、ちょっとそういう話もあったかのと思うんですが、あれば何か連携とい

うのが具体的に見えてくるんですけど、行政と連携という、行政という言葉を使

うことによって逆にぼやけてるんじゃないかなという感覚が僕にはあります。 

○早瀬会長代理  ありがとうございます。 

○新川会長  ありがとうございます。いいですか。 

○早瀬会長代理  そのとおりだと思います。いわゆる中間支援組織にもいろい

ろなタイプの組織がありますが、今、地域活動協議会のサポートをしている中間

支援組織の皆さんとのヒアリングは、また今度やろうかと思っておりますし、お

っしゃったようにいろいろなところにヒアリングしなければいけないと思います。

今の窓口の話もおっしゃっるとおりだと思いますので、事業の概要のことなど、

少し工夫してもう少しわかりやすいようにしたいと思います。 

○新川会長  コア事業のところ、それぞれについて簡単に何がコアかというの

を、ざっとでおわかりになる範囲でいいですが、お話しいただけますか。 

○早瀬会長代理  これは事務局がうまく説明できるのでは。 

○市民局市民活動担当課長   ではご説明申し上げます。まず最初に、「office

ドーナツトーク」なんですが、こちらのほうは府立高校に「となりカフェ」とい

うのをつくっているということで、それが一番最初で、そこがコアだと考えたら

いいと思います。３ページ目のところで「３つのカフェプロジェクト」というこ

とで、「となりカフェ」というのを府立高校の中につくっている、ハイティーンの

方の居場所づくりのための事業です。 

次、「にしよどにこネット」の場合は、「に～よんステーション」ということで、

５ページのところの「ピックアップ事業」ということで、西淀川区役所１階の食

堂跡スペースを子育て支援を中心とする交流スペースとして改装して自由来館施

設として開所されているということで、ここで随時、相談とか交流ができるよう

になっておりまして、西淀川区役所のほうから委託料が大体 700 万円ぐらい年間
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出ているというような状況になっております。 

次の「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」は、こちらは会議体みたいなところです

ので、直接、事業をするところではないんですが、西成特区構想等にからんで「ピ

ックアップ事業」として挙げさせていただいたのが、「あいりん地域環境整備事業」、

７ページですね。こちらは西成区から委託をしている事業になります。この事業

を受けるために、この７ページの中ほどなんですけれども、「釜ヶ崎のまち再生フ

ォーラム」をきっかけというか、こちらを母体といたしまして地域の町会や社会

福祉法人、ＮＰＯ法人等の関係者によって「萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会

社」という法人を平成 25 年 10 月に設立しています。これがあって、そこと大阪

市が特名随意契約しますよということで、今年度４月から、ごみの不法投棄に係

る巡回、啓発、調査業務を実施して不法投棄ごみの発生を抑制するとともに、清

掃業務を実施して不法投棄ごみの除去を行う。ただ、でも、それだけではなく、

それを野宿生活者の方々にやってもらうことによって、雇用創出、自立支援を行

っている。これに西成区は１億 6,000 万円をかけている。コミュニティビジネス

と言えると思います。こういったことが代表例として挙げられると思います。 

次、「榎本地域活動協議会」、こちらは地域活動協議会のほうですが、特にここ

が力を入れてるというのが、もう地域活動協議会というのは形成されるずっと以

前で、2003 年ぐらいから放出の駅周辺の放置自転車をなくしたいということで地

域の方が立ち上がりまして。で、最初は非常に少人数でされてたんですけども、

地域の方が協力するようになり、周辺の企業の方が協力するようになりというこ

とで、活動がどんどん展開していったような状況で、放置自転車対策や青色パト

ロール事業など、いろいろな取組を展開しています。 

でも、特にここで、一番注目すべきは９ページの「えのもと井戸端会議あいよ

り」ですね。こちらのほうで、「あいより」と呼んでらっしゃるんですが井戸端会

議を月に１回されておりまして、そちらはどなたでも参加できるということでフ

リートークの中から意見を出し合ったりとかするんですが、そこから生まれたア
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イデアで事業が展開していっている、皆さんの意思の合意形成がなされてるとい

うことで、この「あいより」自体にもワーキング部会のメンバーも参加するなど

して、体験していただいております。 

あと、この「ふれあいまつり」というのを年に１回してるんですが、そちらで

この地域活動協議会はこんなことをしてるんだというのを地域の皆さんなどに知

っていただく場となっております。これを開催するのに地域の企業とか学校とか

にも協力もいただいており、発信と交流とを一緒に行っているような場になって

いると思います。 

次、「エフ・エー」なんですけれども、こちらは地域の中で住民同士が助け合う

ということを目的にしている団体でございます。特徴といたしまして「沿革」の

ところにあるんですが、2007 年に「『エフ・エーさろん』開所」とあるんですけ

れども、自分たちで物件を買いまして拠点を得ています。その拠点を持ったこと

によって一気に認知度も上がって事業活動がやりやすくなっているということで

す。 

その中で特に事業としては「ふれあい活動」ということで、助け合いを有償ボ

ランティアでできるような仕組みをつくっており、また「エフ・エーさろん」で

は、おしゃべりなどして交流していただく場を提供しているんですけども、下の

イメージ図を見ていただきましたら、「ふれあい活動」のほうは「エフ・エー」に

申し込んでいただいてボランティアと助けてほしい方とを結びつけて、助け合い

をしているんですが、「エフ・エーさろん」は自然な交流の中で、「体の調子が悪

いの」、「じゃ、買い物手伝ってあげようか」という会話が自然と生まれていく、

自分たちの団体を介さずに生まれていくような、そういうことが行われていると

いうようなところが特にポイントかと思います。 

「ハートフレンド」につきましては、代表の徳谷委員がおられるので、私から

はちょっと申し上げにくいのですが、特にここで一つふれておきたいのが、ピッ

クアップ事業の「金魚すくい大会」なんです。平成１７年からされているんです
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が、「ハートフレンド」でやってはったんですよね。それが平成 25 年、昨年度か

らは桑津地域活動協議会の主催となって「ハートフレンド」は事務局みたいなこ

とになったと。これぞまさにマルチパートナーシップではないかと思います。な

かなかこれはない事例やと思います。すばらしい事例だと思います。それが自然

に行われているということがすばらしいと思います。 

「ハートフレンド」は後ほど徳谷委員に語っていただくということで、すみま

せん。 

次、「フェリスモンテ」ですが、こちらは介護保険の事業者であり、地域密着型

で有償ボランティアを活用しながら活動されている団体です。ピックアップ事業

としては、「おたっしゃセンター」ということでヘルパーの派遣をされていると。

あと、「おたっしゃグループハウス」というので、共同住宅をされております。あ

と、特にこの３番目の「居酒屋」なんですね、こちらは実際、知的障がいを持つ

人で運営する居酒屋を、コミュニティー喫茶を活用して、土曜日に限定して開店

して障がい者の方の社会参画とか自立を促すということも目的として、やりがい

を持ってなされてるというようなこともされている。地域の中で、誰もが心地よ

く暮らせるまちを目指してということで、地域の中で最後を迎えていけたらいい

なということで、こういった事業をされているというところです。 

雑ぱくでございますが、以上のような感じです。 

○新川会長  ありがとうございました。徳谷さん、何かありますか。 

○徳谷委員  ないですけど、開所したのは、本当に子供たちの遊び場づくりか

ら始まって、地域の子育てを自分たちで支え合おうという、ただ、誰かが一方的

に支えるんじゃなくてお互いに支え合おう、お互いに成長しようとか、そういう

中でやってきているんで。ただ、ものすごく経済的にしんどかったんですね。４

か所も「つどいの広場事業」を受託しているんですが、ほとんど委託事業が半分

以上を占めまして、山田先生からも「行き倒れ。そのうち全員で行き倒れるよ」

と以前言われたんですけれども、その中で何とか自分たちの理念に沿って、何と
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か今までみなさんの声を生かして、何とか自分たちも自分たちの施設の家賃が払

えるということもあって、自分たちが勉強して、もう思い切って開始したのが児

童ディサービスです。２年間かけて準備しました。でも、これは本当にいろんな

人に助けてもらって、ほかのＮＰＯさんとかに助けていただいて始まったんです

が、本当に自分たちで家賃が払える、もちろん委託事業からも払ってもらってい

ますが、自分たちで何とか自立できる一歩につながって、ここへ行き着くまでに

は、非常に「大阪ＮＰＯセンター」さんにお世話になりました。この場を借りて

ありがとうございました。 

○新川会長  はい、どうもありがとうございました。今、お話があったように

それぞれ事業として何を中心にやってるのか段々見えなくなってくるところもあ

るんですが、もう一方ではミッションに応じた、そしてそれをどう実現していく

かというような、言って見れば事業をつくっていくプロセスでそれが広がってい

く、そんな事業ドメインのつくり方であって、少し民間企業の事業経営のドメイ

ンとはちょっと違うかなと、そんな感じがしました。ただやっぱり、ここは、こ

ういった市民団体の特性みたいなものが一番よく出てくるところかもしれないと

も思っております。それから、この中にも実はテーマ型あるいは地縁型だけでは

なくて、「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」や「榎本地域活動協議会」みたいに実質

的に中間支援型の形にもなっている、要するにいろんな団体がブリッジをしてい

くというようなそんな機能だとか、団体をつなげていくようなそういうブリッジ

ングとかボンディングをやっていくような、そういう機能も持っておられて、こ

の辺はほかの団体も大なり小なり実はそういうことをやって、逆にそれぞれの団

体の強みにしておられる。この辺は少し注目をして、これからも聞いておいてい

ただくといいかもしれません。自分のところだけで閉じこもっているときっと潰

れていたところが、徳谷さんが、ちょっとおっしゃいましたけど、いろんな団体

とつながっていったおかげですごく力がつけられたというような、そんなところ

もあるかもしれないなと思いながら聞いていました。 
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ちょっと余計なことを申し上げました。すみません。委員の皆様方からもぜひ、

いろいろ聞いてみていただければと思います。ご意見もいただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○田中宏和委員  せっかくですから１つだけ、本当に中間報告ということで、

ワーキング部会でよく検討していただきましてヒアリングも含めてご尽力いただ

いたことに敬意を表したいと思います。最終報告に向けてということで言えば、

参考資料の１２個目の「大阪市市民活動推進に係る新たな提言中間報告」の４ペ

ージに、「これからの市民活動の推進と協働のあり方」というのが、これがまさし

く大変なとこかなと見てたんですけども、ちょっと簡単に素人目で見ると、いろ

いろと各地域によって強み、弱みとか、いろんなことが多分地域の中でも、これ

地縁型でも多分テーマ型でもいろいろあると思うんですけれども、そこをできる

だけ最終報告の中で、そういうことも盛り込んだ報告書をつくれたらいいかなと

いうふうには感じるんです。そういう中では、例えば、ここのワーキング部会が

これからも最終報告に向けて今の体制でできるのかどうかも、一度、せっかくい

いものをつくるに当たっては、ちょっと、その辺の検証も含めて早い段階で事務

局との中で調整もされてやっていただくのも一つかなというふうに、ちょっと外

的な見方で見てしまって申し訳ないんですけど、ちょっと感じた部分だけ。ちょ

っとすいません。一言だけ。 

○新川会長  ありがとうございました。再検討させていただきます。それでは

三原委員、どうぞ。 

○三原委員  ありがとうございました。現状報告ということで、いろいろこう

いうこともあるんだということを改めて見せていただいて、参考になっておりま

す。ちょっとお聞きしたいというか、私の子供のころとかでしたら地蔵盆とか各

地であって、くじ引きに行ったり、で、そこにいた友達と会ったり、地域の祭り

もあって、地域で子供会とかの子供みこしとか、廃品回収をしていたりしたもん

ですから、近所のおばちゃんとかも自然に知り合いになっていたんですけども、
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そういうのがちょっと今、希薄になってきてるのかなというので、ＮＰＯとか、

いろんなところで活動団体が増えてきたのかなというふうに個人的には感じてい

るんです。そんな中、それで役所だけでできることはやっぱり難しいですね。Ｎ

ＰＯとかでいろいろ支え合っていくのが、今の現状かと思ったんですが、先ほど

も言ってはったように、つなぎ役というか、つなぐことがあればということで。

先ほど「ハートフレンド」さんのおっしゃっていた、ほかの団体も知らないと、

ほかの団体同士と学び、ほかの団体から学べるところも多かったということを聞

きまして、例えば私も友人にＮＰＯとかいろいろ活動している人もいっぱいいる

んですけれども。例えば聞く話が京都にもあると思うんですが、大阪にもＮＰＯ

の人が集まる「大阪を変える 100 人会議」とか、いろんなＮＰＯが集まって知見

を交換する場とかを持ってはるんですけれども。それは私個人的には役所という

のは、そういう集まりがつくれるんじゃないかなと。役所が中立になって、ＮＰ

Ｏとかだったら、やっぱりすごいこだわりを持ってはって、地縁型でもテーマ型

でもすごいこだわりを持ってはるから、それぞれの団体に呼びかけると、ちょっ

としんどい面もあるのかなと思うんですけど、それこそ役所の方であれば、呼び

かけて場だけつくるんであれば、すごい、いいつなぎ役には、役所にしかできな

いつなぎ役というのがあるんじゃないかなと思いまして。そういう役所から行く

んじゃなくて、役所に来てもらう機能というのはないのかなと思ったので、世の

中にコミュニティーカフェのコミュニティー喫茶も最近でしたら、みんなが本を

持ちよる図書館とかも、いろいろあって、いろんなコミュニティーを形成してる

と思うので、そこらへんの知見を持ち寄って、それぞれの地域の色が全然違って

くると思うので、「釜ヶ崎のまち再生フォーラム」の毎年の夏祭にはいっぱい結構

人も集まりますし、ＮＰＯもいろいろ手伝っていますし、そういう何か集まる場

があればいいなと思うんですけども、そういうのは役所でしかできないと思うん

ですが、どうかなと思いました。 

○新川会長  ありがとうございました。どうぞ。 
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○細井委員  すいません。立場的に、今日はものすごく発言がしにくいですね。

さっきからどうかなと思いながら一言はちょっと発言しなければ、皆さんに悪い

なということで一言だけ言わせていただきたいと思います。 

本当にＮＰＯはいろんな形で私のほうも勉強をさせていただいたんですが、ま

ず、１つは最終目的の目標を掲げること、最終こうするんだという、まず、それ

の結束力を持って、そのための団体をつくることです。 

次は次世代との連携、じゃ、自分たちの代はよかったけど次にバトンタッチす

るときにどうするのと言ったときに、必ず次世代の新しい考え方や、例えば地域

型なのか、いやいや、そんな事は大阪で考えたい、違うのよ、日本全体だと、グ

ローバルで考えたい、いろんな考えを吸収して、そして最終目的を掲げて結束力

を持っていけば民間企業の関わり方と先ほどおっしゃったので、民間企業という

のは、いろんなところにチャンスがあれば投資もします。そういったところで自

分の企業の名前が売れるとか、これはいいよねと言ったらどんどん投資もしてい

くでしょう。まず、そういったことも活用すべきだと。その次は行政との連携と

おっしゃいましたので、では、行政は何ができるのか、何をしてくれるのか、そ

ういったことは行政とこまめに接触してください。けれども、行政にはやはり大

きな法則というのがあるので、それを乗り越えて（視野に入れず）こんな事をし

てくださいと言っても、それはだめなんですね。そのあたりの行政の動きを、ま

ず、理解すること。そしてあとは、そのほかにもたくさんの奉仕団体があります。

ビルゲイツのように、えっというお金を寄附される方もいらっしゃいます。でも、

何もお金があるから寄附をされたわけではなく、自分の意思でここに金を使って

いただきたい、ここにこうしてもらいたい、こういう結果を生み出すから、こう

やりたいという大きな理由のもとで財源が動いているので、まず、小さく生まれ

て大きく育っていこうと。有償型、無償型、いろんな形があるとは思うんですけ

ど、できれば有償型にしてあげればお茶のひとつでも飲めるだろうし、また好き

なケーキやおかきや、少しはちょっとお腹もふくれたら脳のほうも糖質がとれて
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活性化するので、そういった自分たちの最終目標は何なのか。今、やっているこ

とは全員見えてるわけですよね。端から見ても見えているし、この資料を、今日

説明していただいてもわかっていると。  

でも、その次の答えはどうするんですかというところを見せていかなければ、

周りの社会というのは理解しにくいだろうなと思います。企業がやることは、今、

やってることは皆やっている。では、この企業と取引しようといったときに何を

するかというと、先を見せるんですよ。わが社の未来性を、皆さん示されるんで

すね。じゃ、やろうか、と。  

そういう観点からも、未来性を示すといったようなことを活用していただいて、

これをどうするかという焦点を当てれば、必ず手を挙げる企業、奉仕団体は出て

くると思います。そのあたりで結束力を持って陰ながら応援をしていきたいと思

います。  

○新川会長  いえいえ、陰じゃなくて、ちゃんと表に出てください。ありがと

うございます。それでは江本さんからもお願いします。 

○江本委員  大阪ガスの江本でございます。幾つかの立場があるので、そこか

ら、まず、三原委員がおっしゃっていた「大阪を変える 100 人会議」。私も携わっ

ていますけども、ここ市役所の正面玄関ホールで１回やらせていただいたことも

あって、大阪市さんはすごく協力されています。今度８月 31 日に我々の本社ビル

のほうで、「大阪を変える 100 人会議」オープンフォーラムがあります。で、各区

長さんとか、いろいろ来ていただいているんです。さっき徳谷さんもおっしゃっ

ていましたが、本当に、このヒアリングでいろいろほかのところの活動を知ると

いうことはすごくいいことだと思いますし、そういった場を「大阪を変える 100

人会議」であったり、区役所単位であったりというのは、ぜひ、やって、この世

界はいいことは全部まねをすればいいと思うんですよね。地域ごとに共通の悩み

があれば、本当に全く同じまねをすればいいと思いますし、大阪市以外でも例え

ば、去年の「ＣＢ・ＣＳＯアワード」でグランプリをとったのは阪南市の「箱の
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浦自治会まちづくり協議会」で、今度、ちょっとお話を聞きに行くんですけど、

資料を見せていただく限り、すこぶるうまいこといってはるんですね。そこは大

阪市役所の方は怒らないでいただきたいんですけど、要は阪南市役所が何にもし

てくれないからというところからスタートして、自分たちで守って自分たちで空

き事務所を借りて集会所にしたり、いろんなイベントをしかけたり、新たなコミ

ュニティがつくられているということ、非常にそういったこともまねをして勉強

をすればいいと思います。あと細井委員と同じように僕も企業から何ができるか

なということをずっと考えているんですけれども、なかなか大企業で全てのこう

いった団体に支援をするということは非常に難しくて、どう選ぶかということは

難しいんです。その中で、一つ、我々がやっていることで社員を通じて市民活動

に援助するということをずっとやっていまして、「コミュニティギフト」という制

度なんですけれども、年間で 20 件、１件５万円までそれぞれの社員が仕事以外で

こういったことに参加しているのがたくさんいるので、それは例えば少年野球の

コーチとか、そういったことも含むんですが、そこに社員を通じて寄附をして市

民活動に役立てていただいているということをやっています。 

で、大阪ガスは来年 110 周年なんですね、何と。でも、ちょっと再来年の、皆

さんご存知かどうかわからないですけれど、電気、ガスの自由化で本当に会社が

大きく変わります。本当にすごく変わります。皆さん、思っている以上に変わる

ので、どうなるかわからないんですけど、少なくとも 110 周年のときは、そのま

ま。110 周年記念事業と、中途半端なんであまり大したことはしないということ

なんですけど社会貢献をやっていこうということで、今、その我々の部署から「コ

ミュニティギフト拡大版」を提案しています。好事例を紹介する、それから実際

にお話を聞く、そういった場を設置すればいいかというふうに思います。以上で

す。 

○新川会長  はい、ありがとうございます。どうぞ。 

○早瀬会長代理  今、皆さんから言っていただきましたように、まだ行政に対
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するヒアリングだとか、企業に対するヒアリングとかはできておらず、今、やっ

ているのは、これらの団体だけです。元来、視野は広くもっているのですけれど、

なかなかヒアリングに行く時間がなく、その時間をどう作っていくかが大切なん

ですが、問題意識としてはそういったものをある程度確かにあります。  

○新川会長  ありがとうございます。 

○石川委員  先ほど、格好つけさせていただきますけど、ワーキング委員なん

ですけど、やはり非常に時間も限られていまして、取り組める量が非常に限られ

ているのが悩みですね。 

ただ、課題は非常に多くありまして、今回、このような形で本当に事務局の方、

また、ほかの委員のご尽力ではあるのですが、改めまして先ほど細井委員のほう

からも、まずこうビジョンをということでありますが、これは「office ドーナツ

トーク」の田中代表も非常にこう強調していたところではあるんですが。しかし、

改めまして企業との協働にしても地域との協働にしても、私は一定の事業力が養

えないとそこの段階に行けない。だから地域に言われたら断らないと言えるぐら

いの力を持ってないとやはり協働に結びつかないんだと。そこまでいかないと地

域とも連携できないですし、また企業ともきちんとビジョンというか貢献の対象

として選んでもらうということもできませんし。しかし、ここに至るまでに、や

はり大阪市は市民活動の支援を長らくやっているんですけど、なかなかそこに支

援していくには、また大きな課題がありますので。やはり小さな団体のほうがよ

っぽど数が多いですので、こういった団体が希望されるかどうかというふうなと

ころがあります。改めて自分たちの持っているビジョンをもう少し明確な形でた

たき上げていくというか、そういったところを支援できるというのは、また大阪

市も、各人で求めていますので、そういったものをどういうふうに丁寧に支援し

ていくのかというふうなところの中間支援、ここのあたりではおそらく石田先生

がお詳しいのではと思いますが、社協であったり、そういった市民活動支援のい

ろんな中間支援の動きをされていますが、やはりそこらへんの動きもきちんと見
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てもらう必要がありますでしょうし、また一定事業できる力量を持った後に、そ

うしたらどういう展開をしていくのかという、次のビジョンのところもまだまだ

至りませんので、少しそういった課題はありつつ、ただ、それをこう検討するに

は今のワーキング部会の体制ではなかなか限界があるなというふうなところです。

もしもそこを幅広く、既にそれぞれの活動の中でも検討されている方々も数多く

いらっしゃいますので、そういった場が、違う形で何か、こうアイデアが持てれ

ばというふうなところは少しワーキング委員の力不足ということで反省もあって

少し感じているという次第です。 

○新川会長  ありがとうございました。いろいろご意見いただいてきましたが。 

○徳谷委員  先生。 

○新川会長  はい、徳谷さん、どうぞ。 

○徳谷委員  今、社協さんの話が出ましたので、私たちＮＰＯにとって社協さ

んの存在というのはすごく大事で、つないでくれてはるんです、現実。今度、東

住吉区社会福祉協議会も「ボランティア･市民活動センター」が 11 月１日オープ

ンを目指して、今、準備を進めていて、どんな形の「ボランティア･市民活動セン

ター」、動くボランティア･市民活動センターにしようよ、みたいな、社協さんを

中心に準備委員会をつくっています。私、昨日はちょっと全国社会福祉協議会の

シンポジウムに出せていただいたんですけれども、社協職員さん、全国から集ま

っていろんなことを悩んではるんですね。で、私たちから見た社協さんは、うち

の区社協なんかは、うちにすごい迷惑をかけられていて、もう共催や後援事業を

山ほど一緒にしていて、今度は区の委託事業を共同体で取りに行ったという。受

託２つでしたんですけれども。その社協さんから見てＮＰＯさんはどんなふうに

見えてるのかとか、私は今まで自分から一方的に行ってるので、そういう中間支

援の皆さんの違う立場の方からもご意見というのも、もし聞けたらうれしいなと。

うちの地域でヒアリングされたら「ハートフレンド」は、多分、めっちゃ困って

る団体やと言われると思うんですけれど、どきどきしながら学校の校長に「どん



 - 37 - 

なふうなＮＰＯやったら、どういうふうに接してきたら学校に連携しやすいんで

すか」と聞いたら、いろいろ言うてくれるんですね。その本音をちょっと教頭や

校長や担任の先生に聞いたりしているんですけど、そんなことも何か私らも協力

するもとで何か見えてきたらＮＰＯを運営する立場の人間としては、めちゃくち

ゃ参考になるなみたいなことを、すみません、ひとり言のような話で。だからち

ょっとワーキング部会の委員のみなさんの、今の時間の中では無理なので、もし、

よかったら分担をしてそういう社協さんの中のＮＰＯへの見方とか、企業さんか

らＮＰＯを見て、こんなＮＰＯやったら引き上げたるでとか、あったらいいなと

思います。 

○早瀬会長代理  そうですね。 

○新川会長  ありがとうございます。はい。 

○江本委員  なかなかどこというのは難しくて。例えばうちが今実践している

のは「ＮＰＯ法人 Homedoor」のハブチャリのポートで、ガスビルの裏の駐車場で

すけれども、もうすぐ２年になります。ちゃんとやっていますし、あれをやろう

と決めたのは軒先貢献という非常にわかりやすいコンセプトと、もう一つはお金

がかからないということですね。それで社内を説得しまして。最初、もとホーム

レスの人がやるということで、仮に自転車を借りに行ったら、その辺で寝ている

おっちゃんが「はいはい」と言って出てくるのかというふうな誤解をうちの社員

は持っていたんですが、そうじゃないという説明をしまして、今のところうまい

こといってるというようになっています。やっぱりわかりやすいコンセプトと、

やっていることの、先ほど細井さんもおっしゃっていましたけど、ま、彼女たち

は最終、ホームレスをこの日本からなくそうということで、最終の形をはっきり

言っているので、そこに共鳴できたということで、我々が支援しやすいのはそう

いうことなのかなというふうに思ってます。 

○石田委員  社協の立場で言えば、社協というのは同じ名前がついてますけど

それぞれが全く別なんですよね。そうなんですよね。だから「ボランティア･市民
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活動センター」というのを 24 区の区社会福祉協議会のうち、今、７つか８つしか

できていないんです。だからあとの 15 ぐらいはできていない。だからそれぞれで

すので、社協論もあるかもしれないけども、具体像はばらばらだという。さっき

リーダーシップと書いてありますけど、そこに誰がおるかということがすっごく

大事なポイントで、だからその「ボランティア・市民活動センター」にしようと

積極的に言うてるところの多くは、社協のプロパーが事務局長になっているとこ

ろなんです。で、区役所から来た人が、大きな声で言えませんけど、どんな意味

なのか、行政なのか、「市民と協働しよう」と言うてはるけども、職員を次から次

から入替えるとか、ちゃんとルールに乗っとらないと動かへんとか、なかなか協

働しにくいですよね、行政とは。ふんふんいうたら困ります。 

○市民局長  行政の理屈がありますんで。 

○早瀬会長代理  そうですよね。最終的には、これは好事例研究会ではないの

で。そこで、その中で、行政はこういうふうな仕組みをつくったらどうかとか、

企業とのバイパスをこうつくったらいいんじゃないかというものが抽出できるよ

うにならないかなと思っています。 

それこそ新川先生もよくご存知だと思いますけど、こういういわゆる地縁の組

織とテーマ型の組織が連携しながらおもしろく社会をつくっていこうという事例

は、注目されているけれど、全国的にもたくさんはないんですよね。だから、こ

んなふうに大阪市域の中で、そういった視点から、かなり時間かけて調べてき

た･･･と言っても、まだ数か月ですけども。 

というのはほかの地域では余りやってないという点では、おもしろい取組だろ

うとは思っているんですけれども、いかんせん能力がないので、そこは、すみま

せん。 

○新川会長  いかがでしょうか。進捗報告で大分盛り上がりましたが、ご報告

ということで、ここはこれくらいにさせていただいて、今、進捗状況報告をいた

だいたものを、そして、それについて各委員からそれぞれご意見、あるいはご感
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想、またご質問いただいたところなどを踏まえて次の作業に進ませていただきた

いと思います。 

やっぱり、これだけ７つの団体を見ていただいただけでも、いろんな課題があ

るなということがよくわかりました。したがって、第一にこれから私たちひとつ

気をつけてやらないといけないのは、もう少し大変ですけれどエリアやテーマや

論点や、あるいはレベルやといったものを少し整理した形で調査の対象を広げて

いくことです。何もかもはできませんので、そこは少し整理をした上で、調査を

していくということをやらないといけないなというふうに思いました。一般的に、

よく産官学民というような言い方をしますが、かなり幅広にフィールドを捉えて、

特に今回の地域に一応一定の目線を置いた、そういう調査をしてきていただいた

わけですが、この７つの団体の中でも実はかなり幅広にいろんな種類のステーク

ホルダーが関わってきておられる。で、その中には地域だけに限らずオール大阪、

あるいは大阪を越えて活動しておられるようなところもあります。そうしたとこ

ろもしっかりとこの地域に関わってくださっているというところがあって、こう

いうところのいろんな力を合わせていくような仕組みを私たちは考えていかない

といけない。なので、多少、ここは全部はできませんけれども、少し調査の対象

をかなり整理をした形で幅広く選びながら、ピンポイントになるかもしれません

けれども、もうちょっとこの調査を充実させていく必要があろうかというふうに

思っております。 

それから、大事な２つ目はやっぱりここでの議論の方向づけということをどう

いうふうにしていくのかということについて、これは来年に向けて私どもの提言

の課題にもなるわけですけれども、基本的には今日幾つか出ましたけれど、一番

ベースのところでは、こうした地縁の団体もあり、それからＮＰＯもあり、ある

いは地域で活動している法人形式その他問わず、そこでいろんな活動をしておら

れる方々が本当に力をつけて、そして、ほかの団体や地域の方からの声に答えて

いける、そんならやりましょうかという話になるかどうか、そういうところまで
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力をつけてもらうような、そういうところは少し改めて考えていかないといけな

いなというふうに今日思いながらお話を聞いていました。そのときにその力をつ

けるために、これは皆さん方からもいろいろありましたけれど、目的だとかミッ

ションだとか、あるいは活動のきっかけだとか、そういうものをどうつくってい

くのか、このあたりを私たちとしても、もう一度整理をして考えていく必要があ

るなということが大きな方向づけの２つ目としてはあると思いました。  

それから３つ目にやっぱり、そういう活動が一定できあがったところで、単一

の団体でできないことや、自分たちのところだけでは、行き詰まってしまうとこ

ろを、ほかの団体の力でまた、一緒にやることでどんどん広がっていく、広げて

いく、大きな成果が出きていくという、そういう姿も同時に見せていただきまし

た。そういう連携とか協働とかというところの方向づけというのは、これはやっ

ぱりやっていかないといけないということで、この辺を一応、私どもの今後、調

査をしていくときにも意識的にやっていかないといけないなということで、ぜひ、

考えていきたいというふうに思っております。 

現実にはなかなかいずれも難しいところが多いのですけど、市民がそういうま

ず力をつける、そして活動の方向づけを考えていく、そして協働や連携といった

ことを考えていく、そんなところを比較的、意識をしながら、これ以外にもいろ

いろ出てくると思いますけれども、まずは調査をしっかりやっていくということ

にしたいと思っております。 

合わせて、そういうことをやろうとすると今の早瀬会長代理にお願いしている

この部会メンバーだけではちょっと大変かなということがありますので、ここは

改めまして、事務局と相談をさせていただいて、また、ワーキング部会の部会長

をやっていただいている早瀬さんとも相談をさせていただいて、少し人員体制、

それから、調査プランを含めて再検討させていたくという、ここは恐縮ですが、

私、会長にお任せいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 
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今日のところは中間というか進捗状況の報告ということですので、最終提言に

向けての今後の方向について皆様方からご意見をいただいたということです。今

のような現状での取りまとめということでお許しをいただければと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは本日のこの議題、「ワーキング部会からの報告」ということについては、

以上にさせていただきたいというふうに思います。で、これを踏まえて、少し今

後のスケジュールということについても考えなければならないのですが、今後の

進め方ということについては、事務局のほうで少しご説明をいただければという

ふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

○市民局市民活動担当課長  では、今後のスケジュールにつきまして説明させ

ていただきます。「資料５」のほうをご覧ください。「市民活動推進審議会及びワ

ーキング部会の進め方について」という資料になっております。  

こちらのほう、上段の進め方の部分は、これまでの審議会及びワーキング部会

の取組のほうになります。 

左側のほうがワーキング部会の動きで、右側のほうが審議会の動きになってお

りまして、で、前回の審議会から、平成 26 年３月から７月にかけましてはワーキ

ング部会を予定よりも１回増やしてやっております。しかも、これ以外に活動事

例の調査も先生方に何回も出向いていただいたような状況でございます。で、８

月５日、第 22 回審議会ということで、もうこの８月からワーキング部会のほうで

は調査の予定も入れていくところなんですけども、８月から 11 月にかけてワーキ

ング部会を３回はやっていきまして、次に 12 月に審議会のほうで方針の概要案の

ほうを出させていただけたらなと。ワーキング部会でまた平成 27 年１月から２月

にかけまして方針の素案の検討を行い、３月に方針の素案を審議会のほうに出さ

せていたくと。その方針案をさらにワーキング部会で検討して、６月に方針案の

確定を審議会のほうでしていただくような形で、事例調査及び議論にもっと時間
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をかけて掘り下げて行くような形にさせていただけたらと思います。で、その後、

区長会議への報告なり、審議会による方針等のパブリックコメントなどを行いま

して、提言を平成 27 年 10 月にしていきたいなというようなスケジュールで考え

ております。よろしくお願いします。 

○新川会長  ということで、当初考えておりましたより、大分、半年くらいは。 

○早瀬会長代理  ３か月遅れです。 

○新川会長  ３か月ぐらい、少し余裕ができたというか、ちょっと作業が大変

というか、理由はいろいろありそうですが、こういう予定で、事務局では今考え

ておられるということでございます。先ほど申し上げましたように、いろんな新

たな調査や、あるいは方針の検討課題等出てまいりましたので、実際にタイムス

ケジュールはこういうふうにかなり余裕を持った形で事務局のほうでつくってい

ただきましたが、同時に組織体制のほうも少し見直しながら進めざるを得ないか

なというふうには思っています。このあたりはまたちょっと事務局とご相談をさ

せていただきたいと思っておりますが、大まかな流れはこういう流れなのですが、

何か各委員からご質問だとか、あるいはこうせいという話がございましたらお願

いをしたいと思います。 

なお、私どもの任期は来年の 11 月まででしたっけ。 

○早瀬会長代理  そうです。 

○市民局市民活動担当課長  来年 11 月３日までになります。名簿の上のところ

に任期のほうを書かせてもらっております。ですので、任期ぎりぎりまでには出

せるような形にはなっています。 

○早瀬会長代理  任期中に仕上げるということです。 

○新川会長  何とか任期中には仕上げたいと思っております。前は途中から引

き継いだ形になっていますけど、今度は、ちゃんとやりましょうということで、

ぜひ来年秋ぐらいまでには皆さんと一緒につくっていきたいと思っております。

何かご質問とかご意見とかございましたら。 
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いいですか。それではスケジュールにつきましては、こういう進め方というこ

とで、お願いします。ただ、実際の組織体制等々は、ちょっと考えさせていただ

きますが、また各委員にはいろいろとお願いをするということがあろうかと思い

ますが、その際には嫌々をせずによろしくご協力のほどお願いをしたいというふ

うに思っております。よろしくお願いいたします。 

これで大体、審議事項は終わったのですが、「（３）その他」というのがござい

ますが、事務局、何かございますでしょうか。 

特にありませんか。 

それでは本日予定をしておりました審議については以上で無事に終わらせてい

ただきましたが、もし委員の皆様方からこれを言い忘れたとか、せっかく来たん

だから、これだけは言っておかねばとか、ここだけはちゃんとけちをつけておか

ないとというような話がございましたらお願いします。言わないと心残りもある

かもしれませんので。大丈夫ですか。よろしいでしょうか。余計なことを申して

おりましたが、皆様方のおかげで、全ての議題を何とか終わらせていただきまし

た。隣で早瀬会長代理ワーキングリーダーがため息をついております。やたらに

お仕事ばっかり増えたという、そういうため息だと思っておりますが、大いに頑

張っていただきたいというふうに思っております。 

それでは以上を持ちまして、第 22 回の市民活動推進審議会、閉じたいと思いま

す。どうも皆様、御苦労さまでした。事務局の皆さん、本当にありがとうござい

ました。 

○市民活動担当課長代理  新川会長、ありがとうございました。次回の審議会

は、ただいまご承認いただきました日程で 12 月の開催予定となっております。後

日、改めまして日程の調整をいただきますので、ご協力のほうよろしくお願いい

たします。お手元にあります黄色いファイル、それはそのままその場に置いてお

帰りください。本日は長時間にわたり、ご審議いただきましてありがとうござい

ました。 
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閉会 午後４時 50 分 


